
▼令和６年度 登別市消費生活センター相談報告

不審なメール・架空請求等に関する相談が全体の中でも多く、特に不審な電話の増加件
数が目立ちました。今回は全国的にも多発している不審な電話についてご紹介します。

※裏面もお読みください
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☎

警察を名乗る不審な電話に関する相談が全国で寄せられています。「あなた名義の携帯電
話が犯罪に悪用されている」「あなたの銀行口座が資金洗浄に使われている」などと言い、
LINE のビデオ通話に誘導し警察手帳を見せて個人情報を聞いたり、捜査の一環として金銭
を振り込ませたりする手口が見られます。電話口で「逮捕」等と言われて、仕事や生活へ
の影響を恐れて焦って対応してしまう可能性もあります。

あせ

・警察が LINE を使って連絡をしたり、金銭を個人名義の口座に振り込ませたりすること
はありません。

・警察を名乗る電話があっても慌てず、いったん電話を切って、消費生活センターまたは
あわ

警察相談専用電話「＃9110」番に相談してください。

●消費者へのアドバイス

▼警察を名乗る電話に注意！
～警察が LINE に誘導することはありません～




